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○福岡県災害救助法施行細則 

昭和四十年八月三十一日 

福岡県規則第四十四号 

福岡県災害救助法施行細則を制定し、ここに公布する。 

福岡県災害救助法施行細則 

福岡県災害救助法施行細則（昭和三十五年福岡県規則第百二十号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第一条 この規則は、災害救助法（昭和二十二年法律第百十八号。以下「法」という。）の

実施について、災害救助法施行令（昭和二十二年政令第二百二十五号。以下「政令」とい

う。）及び災害救助法施行規則（昭和二十二年総理庁令、厚生省令、内務省令、大蔵省令、

運輸省令第一号。以下「省令」という。）に規定するもののほか、必要な事項を定めるも

のとする。 

第二条 削除 

（平一三規則三三） 

（救助実施区域の告示） 

第三条 知事は、法第二条の規定による救助（以下「救助」という。）を開始したときは、

速やかに当該救助を適用する市町村（法第二条の二第一項に規定する救助実施市を除く。

以下同じ。）の地域を告示するものとする。 

（平一三規則三三・令元規則一四・一部改正） 

（市町村長の緊急処置） 

第四条 市町村長（法第二条の二第一項に規定する救助実施市の長を除く。以下同じ。）は、

災害の事態が急迫して、知事による救助の実施を待つことができないときは、法第十三条

第二項の規定に基づき救助に着手することができる。 

（平一三規則三三・平二六規則一・令元規則一四・一部改正） 

（救助の組織） 

第四条の二 災害救助に関する事務を処理するため、福祉労働部に災害救助部（以下「部」

という。）を置く。 

２ 部に部長及び副部長を置き、部長には福祉労働部長を、副部長には福祉労働部次長をも

つて充てる。 

３ 部に別表の上欄に掲げる班を置き、同表の下欄に掲げる区域を管轄させる。 

４ 班に班長及び班員を置き、班長には別表の中欄に掲げる組織の長の職にある者をもつて
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充て、班員には同表の中欄に掲げる組織に所属する職員をもつて充てる。 

（昭四七規則五五・追加、平一〇規則一九・平二〇規則三八・令二規則二二・一部

改正） 

（救助の程度、方法及び期間） 

第五条 知事は、政令第三条第一項の規定による救助の程度、方法及び期間を定めたときは、

これを告示するものとする。 

２ 前項の規定により難い特別の事情があるときは、別に定めるところによるものとする。 

（昭四六規則七一・昭四七規則五五・昭四八規則六四・平一三規則三三・平二六規

則一・令元規則二五・一部改正） 

（物資の収用等の場合の公用令書等） 

第六条 省令第一条に規定する公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、次の各

号に掲げるとおりとする。 

一 公用令書（様式第三号から様式第三号の四まで） 

二 公用変更令書（様式第四号） 

三 公用取消令書（様式第五号） 

２ 知事は、前項第一号の公用令書を交付するときは、強制物件台帳（様式第六号）に、こ

れを登録するものとする。 

３ 第一項第二号又は第三号の公用変更令書又は公用取消令書を交付したときは、強制物件

台帳に、その理由を詳細に記録し、公用変更令書にあつては、変更事項を記録しなければ

ならない。 

第七条 削除 

（平一三規則三三） 

（物資の収用等の引渡時における所有者等の立会い） 

第八条 省令第二条第三項の規定により、当該職員が収用又は使用すべき物資の引渡しを受

け受領調書（様式第七号）を作成しようとするときは、その物資の所有者又は権限に基づ

いてその物資を占有する者の立ち会いの下で行わなければならない。ただし、やむをえな

い場合においては、この限りでない。 

（平一三規則三三・平一九規則二一・一部改正） 

（損失補償請求書） 

第九条 省令第三条の規定により、損失補償請求書（様式第八号）の提出があつたとき及び

これに基づき損失の補償を行つたときは、第六条第二項の強制物件台帳に所要の事項を記
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録するものとする。 

（平一三規則三三・一部改正） 

（従事命令の場合の公用令書等） 

第十条 省令第四条に規定する公用令書及び公用取消令書の様式は、次の各号に掲げるとお

りとする。 

一 公用令書（様式第九号） 

二 公用取消令書（様式第十号） 

２ 前項第一号の公用令書を交付するときは、救助従事者台帳（様式第十一号）に、これを

登録するものとする。 

３ 第一項第二号の公用取消令書を交付したときは、救助従事者台帳に、その理由を詳細に

記録してこれを抹消しなければならない。 

（協力命令の場合の様式等） 

第十一条 法第八条に規定する救助に関する業務に協力させる者には、協力令書（様式第十

二号）を交付するものとする。ただし、そのいとまがないときはこの限りでない。 

２ 前項の協力令書を交付するときは、救助協力者台帳（様式第十三号）に、これを登録す

るものとする。 

（平二六規則一・一部改正） 

第十二条 削除 

（平一三規則三三） 

（従事命令に従事できない場合の届出） 

第十三条 省令第四条第二項の規定による届出に当たり添付する書類は、次のものとする。 

一 負傷又は疾病により従事することができない場合においては、医師の診断書 

二 天災その他避けられない事故により従事することができない場合においては、市町村

長、警察官その他適当な機関の証明書 

（平一三規則三三・令元規則一四・一部改正） 

（実費弁償） 

第十四条 知事は、政令第五条の規定による実費弁償に関して必要な事項を定めたときは、

これを告示するものとする。 

（令二規則二二・全改） 

（実費弁償請求書の様式） 

第十五条 省令第五条に規定する実費弁償請求書は、様式第十四号による。 
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（立入検査証） 

第十六条 法第十条第三項において準用する法第六条第四項の規定により、当該職員が立入

検査にあたつて、携帯する証票は様式第十五号による。 

（昭五〇規則五九・平一九規則二一・平二六規則一・一部改正） 

第十七条 削除 

（平一三規則三三） 

（扶助金支給申請書の様式等） 

第十八条 省令第六条第一項の規定による扶助金支給申請書は様式第十八号による。 

２ 前項の扶助金申請書のうち、休業扶助金及び打切扶助金に係る申請書の提出に当たり、

添付する書類は次のものとする。 

一 休業扶助金支給申請書については、負傷し、又は疾病にかかり、従前得ていた収入を

得ることができず、かつ、他に収入のみちがない等特に給付を必要とする理由を詳細に

記載した書類及び証明書等 

二 打切扶助金支給申請書については、療養の経過、症状、治ゆまでの見込期間等に関す

る医師の意見書 

３ 省令第六条第一項の規定により、扶助金支給申請書の提出があつたとき及びこれに基づ

き扶助金の支給を行つたときは、第十条第二項の救助従事者台帳又は第十一条第二項の救

助協力者台帳に所要の事項を記載するものとする。 

（平一三規則三三・令元規則一四・令元規則二五・一部改正） 

（知事の権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととする場合の通知） 

第十九条 知事は、法第十三条第一項の規定により救助の実施に関するその権限に属する事

務の一部を市町村長が行うこととするときは、様式第十九号により政令第十七条第一項の

規定による通知を行うものとする。 

（平一三規則三三・全改、平二六規則一・一部改正） 

（繰替支弁） 

第二十条 法第三十条の規定による市町村長の救助の実施に要する費用は、市町村において

一時繰替支弁をするものとする。 

（平一三規則三三・平二六規則一・令元規則一四・一部改正） 

（繰替支弁金請求書及び提出期限） 

第二十一条 市町村長は、前条の規定により一時繰替支弁をしたときは、救助に関する業務

の完了後六十日以内に次の各号に掲げる書類を知事に提出するものとする。 
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一 災害救助費繰替支弁金請求書（様式第二十一号及び第二十一号の二） 

二 救助業務に要した経費算出内訳（様式第二十二号） 

三 被害状況調（様式第二十四号） 

四 災害救助費繰替支弁状況調（様式第二十五号） 

五 歳入歳出予算書抄本及び支払証拠書類の写し 

２ 市町村長は、前条に規定する費用について、概算払を受けようとするときは災害救助費

繰替支弁金概算払請求書（様式第二十六号）を、精算を行うときは災害救助費繰替支弁金

精算請求書（様式第二十七号）に前項第二号から五号までに掲げる書類を添付して、知事

に提出するものとする。 

（昭四七規則七九・昭五〇規則五九・平一三規則三三・令二規則二二・一部改正） 

第二十二条 削除 

（平三〇規則三四） 

（救助事務費） 

第二十三条 知事は、法第十八条第一項に規定する救助の事務を行うのに必要な費用として

支出できる範囲及び限度額等を定めたときは、これを告示するものとする。 

（平三〇規則三四・全改、令二規則二二・一部改正） 

（災害救助基金台帳） 

第二十四条 法第二十二条の規定に基づき設置した福岡県災害救助基金に係る収入及び支

出については、福岡県災害救助基金台帳（様式第四十三号及び様式第四十四号）に記載し、

常時その状況を明らかにするものとする。 

（昭四三規則七・追加、昭四五規則六七・旧第二十四条繰上、昭四七規則七九・旧

第二十三条繰下・一部改正、昭五〇規則五九・平二六規則一・一部改正） 

（補則） 

第二十五条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定め

る。 

（昭四五規則六七・追加、昭四七規則七九・旧第二十四条繰下・一部改正） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。 

（災害救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の程度等の廃止） 

２ 次に掲げる告示は、廃止する。 
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一 災害救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の程度（昭和二十九年四月福岡県告示

第三百一号） 

二 災害救助金の支給基礎額（昭和三十年七月福岡県告示第六百二十一号） 

附 則（昭和四一年規則第四〇号） 

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。 

附 則（昭和四二年規則第三七号） 

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。 

附 則（昭和四三年規則第七号） 

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。 

附 則（昭和四三年規則第六〇号） 

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。ただし、別表一

応急仮設住宅の供与の項(３)の改正規定は、昭和四十三年四月一日から同年七月二十二日ま

での間に設置された応急仮設住宅については、なお従前の例による。 

附 則（昭和四四年規則第五二号） 

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。 

附 則（昭和四五年規則第六七号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福岡県災害救助法施行細則の規定は、昭和四

十五年四月一日から適用する。 

附 則（昭和四六年規則第七一号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福岡県災害救助法施行細則の規定は、昭和四

十六年四月一日から適用する。 

附 則（昭和四七年規則第五五号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和四七年規則第六七号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福岡県災害救助法施行細則の規定は、昭和四

十七年四月一日から適用する。 

附 則（昭和四七年規則第七九号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和四八年規則第四八号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福岡県災害救助法施行細則の規定は、昭和四

十八年四月一日から適用する。 
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附 則（昭和四八年規則第六四号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福岡県災害救助法施行細則の規定は、昭和四

十八年七月三十一日から適用する。 

附 則（昭和四九年規則第四号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福岡県災害救助法施行細則の規定は、昭和四

十八年十月一日から適用する。 

附 則（昭和四九年規則第三六号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福岡県災害救助法施行細則の規定は、昭和四

十九年四月一日から適用する。 

附 則（昭和四九年規則第五九号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福岡県災害救助法施行細則の規定は、昭和四

十九年十月一日から適用する。 

附 則（昭和五〇年規則第五九号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和五十年四月一日から適用

する。 

附 則（昭和五一年規則第五九号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和五十一年四月一日から適

用する。 

附 則（昭和五二年規則第四五号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福岡県災害救助法施行細則の規定は、昭和五

十二年四月一日から適用する。 

附 則（昭和五三年規則第六六号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福岡県災害救助法施行細則の規定は、昭和五

十三年四月一日から適用する。 

附 則（昭和五四年規則第五三号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福岡県災害救助法施行細則の規定は、昭和五

十四年四月一日から適用する。 

附 則（昭和五五年規則第三一号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福岡県災害救助法施行細則の規定は、昭和五

十五年四月一日から適用する。 

附 則（昭和五六年規則第四七号） 
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の福岡県災害救助法施行細則の規定は、昭和五

十六年四月一日から適用する。 

附 則（昭和五七年規則第四六号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福岡県災害救助法施行細則の規定は、昭和五

十七年四月一日から適用する。ただし、改正後の別表第一北筑前福祉救助班の項管轄区域の

欄の規定は昭和五十六年四月一日から、同表福岡福祉救助班の項管轄区域の欄の規定（太宰

府市に係る部分を除く。）は昭和五十七年五月十日から適用する。 

附 則（昭和五八年規則第三一号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福岡県災害救助法施行細則の規定は、昭和五

十八年四月一日から適用する。 

附 則（昭和五九年規則第五八号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福岡県災害救助法施行細則の規定は、昭和五

十九年四月一日から適用する。 

附 則（昭和六〇年規則第五六号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福岡県災害救助法施行細則の規定は、昭和六

十年四月一日から適用する。 

附 則（昭和六一年規則第六九号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福岡県災害救助法施行細則の規定は、昭和六

十一年四月一日から適用する。 

附 則（昭和六二年規則第四四号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福岡県災害救助法施行細則の規定は、昭和六

十二年四月一日から適用する。 

附 則（昭和六三年規則第五五号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福岡県災害救助法施行細則の規定は、昭和六

十三年四月一日から適用する。 

附 則（平成二年規則第四八号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福岡県災害救助法施行細則の規定は、平成二

年四月一日から適用する。 

附 則（平成三年規則第六二号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福岡県災害救助法施行細則の規定は、平成三

年四月一日から適用する。 
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附 則（平成四年規則第六五号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成五年規則第五三号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福岡県災害救助法施行細則の規定は、平成五

年四月一日から適用する。 

附 則（平成六年規則第六九号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福岡県災害救助法施行細則の規定は、平成六

年四月一日から適用する。 

附 則（平成七年規則第六〇号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福岡県災害救助法施行細則の規定は、平成七

年四月一日から適用する。 

附 則（平成一〇年規則第一九号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成一〇年規則第三五号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福岡県災害救助法施行細則の規定は、平成九

年四月一日から適用する。 

附 則（平成一〇年規則第五〇号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福岡県災害救助法施行細則の規定は、平成十

年四月一日から適用する。 

附 則（平成一二年規則第一号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福岡県災害救助法施行細則の規定は、平成十

一年四月一日から適用する。 

附 則（平成一三年規則第三三号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福岡県災害救助法施行細則の規定は、平成十

二年四月一日から適用する。 

附 則（平成一四年規則第四一号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 
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２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分

の間、所要の修正をして使用することができる。 

附 則（平成一四年規則第五一号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福岡県災害救助法施行細則の規定は、平成十

四年四月一日から適用する。 

附 則（平成一四年規則第六〇号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成十四年九月一日から施行する。 

附 則（平成一五年規則第四五号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成一六年規則第四二号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福岡県災害救助法施行細則別表第二の十の項

及び十二の項の規定は、平成十六年四月一日から適用する。 

附 則（平成一七年規則第三号） 

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 

一 別表第一宗像救助班の項管轄区域の欄の改正規定（「宗像市」を「宗像市 福津市」

に改める部分に限る。） 平成十七年一月二十四日 

二 別表第一久留米救助班の項管轄区域の欄の改正規定 平成十七年三月二十日 

三 前二号に掲げる規定以外の規定 平成十七年三月二十八日 

附 則（平成一七年規則第五〇号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福岡県災害救助法施行細則別表第二の二の項

(５)及び九の項の規定は、平成十七年四月一日から適用する。 

附 則（平成一八年規則第二号） 

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 

一 別表第一鞍手救助班の項の改正規定 平成十八年二月十一日 

二 別表第一朝倉救助班の項の改正規定 平成十八年三月二十日 

三 別表第一嘉穂救助班の項の改正規定 平成十八年三月二十七日 

附 則（平成一八年規則第六号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成一九年規則第二一号） 

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。 
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附 則（平成二〇年規則第一号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二〇年規則第三八号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成二十年四月一日から施行する。 

附 則（平成二〇年規則第五〇号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二一年規則第三一号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二一年規則第三九号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成二十一年十月一日から施行する。 

附 則（平成二二年規則第三号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二二年規則第二六号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二四年規則第二八号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二六年規則第一号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二七年規則第五七号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二八年規則第六〇号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二九年規則第二二号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福岡県災害救助法施行細則の規定は、平成二

十九年四月一日から適用する。 

附 則（平成三〇年規則第三四号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福岡県災害救助法施行細則の規定は、平成三

十年四月一日から適用する。ただし、別表第一筑紫救助班の項管轄区域の欄の改正規定は、

平成三十年十月一日から施行する。 
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附 則（令和元年規則第一四号） 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第四条及び別表第一の改正規定は、

令和元年十月一日から施行する。 

附 則（令和元年規則第二五号） 

この規則は、令和元年十月一日から施行する。 

附 則（令和二年規則第二二号） 

この規則は、令和二年四月一日から施行する。 

附 則（令和三年規則第二六号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和六年規則第四七号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和七年規則第九号） 

この規則は、令和七年六月一日から施行する。 

別表（第四条の二関係） 

（平二一規則三九・全改、平二二規則三・平三〇規則三四・令元規則一四・令元規

則二五・一部改正、令二規則二二・旧別表第一・一部改正） 

班名 組織 管轄区域 

救助総括班 福祉労働部福祉総務課 県下全域（法第二条の二第一項に規定する

救助実施市を除く。） 

筑紫救助班 福岡県筑紫保健福祉環境事

務所 

筑紫野市 春日市 大野城市 太宰府市 

那珂川市 

粕屋救助班 福岡県粕屋保健福祉事務所 古賀市 糟屋郡 

糸島救助班 福岡県糸島保健福祉事務所 糸島市 

宗像・遠賀救助班 福岡県宗像・遠賀保健福祉環

境事務所 

中間市 宗像市 福津市 遠賀郡 

嘉穂・鞍手救助班 福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環

境事務所 

直方市 飯塚市 宮若市 嘉麻市 鞍手

郡 嘉穂郡 

田川救助班 福岡県田川保健福祉事務所 田川市 田川郡 

北筑後救助班 福岡県北筑後保健福祉環境

事務所 

久留米市 小郡市 うきは市 朝倉市 

朝倉郡 三井郡 

南筑後救助班 福岡県南筑後保健福祉環境 大牟田市 柳川市 八女市 筑後市 大
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事務所 川市 みやま市 三潴郡 八女郡 

京築救助班 福岡県京築保健福祉環境事

務所 

行橋市 豊前市 京都郡 築上郡 
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様式第22号（第21条）

（災害名）

単　　価 金　　額 単　　価 金　　額

Ⅰ

1

　延 人 　延 人

　延 人 　延 人

　延 人 　延 人

　延 人 　延 人

　延 人 　延 人

　延 人 　延 人

　延 人 　延 人

　延 人 　延 人

　延 人 　延 人

　延 人 　延 人

戸 戸

戸 戸

戸 戸

戸 戸

（４） 　延 人 　延 人

（５） 　延 人 　延 人

世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯

　延 人 　延 人

　延 人 　延 人

　延 人 　延 人

（８） 人 人

世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯

世帯 世帯

（１１） 世帯 世帯

教 科 書 人 人

文 房 具 等 人 人

教 科 書 人 人

文 房 具 等 人 人

教 科 書 人 人

文 房 具 等 人 人

人 人

体 体

体 体

体 体

（１４） 体 体

体 体

体 体

体 体

体 体

（１６） 世帯 世帯

（１７）

（１８）

（１９） 人 人

（２０） 人 人

２ 人 人

３ 件 件

４ 件 件

５

Ⅱ

１

２

Ⅲ

救　　　　　　　　　 助　　　　　　　　 　費

救助業務に要した経費算出内訳

種　　　目　　　別　　　区　　　分
実　　支　　出　　額 算定基準による算定額

備　　考
員　　数 員　　数

(１)

おそれ段階

における避

難所設置費

避 難 所

福 祉 避 難 所

ホ テ ル ・ 旅 館 等

そ の 他 （ ）

計

救 助 業 務 に 要 し た 経 費

（３）
応急仮設住

宅設置費

建 設 型 応 急 住 宅

賃 貸 型 応 急 住 宅

応 急 修 理 期 間 中 の

仮 設 住 宅 の 使 用

計

(２)
避難所設置

費

避 難 所

福 祉 避 難 所

ホ テ ル ・ 旅 館 等

そ の 他 （ ）

計

（７）
医療及び助

産費

医 療

助 産

計

被 災 者 の 救 出 費

炊 出 し そ の 他 に よ る 食 品 の 給 与 費

飲 料 水 供 給 費

（６）

被服、寝具

その他生活

必需品の給

（貸）与費

全 壊 （ 焼 ） 流 出

半 壊 （ 焼 ） ・ 床 上 浸 水

計

（９）

住宅の被害拡

大を防止する

緊急措置費

（ブルーシート

展張費）

自力又はボランティアによる

施 工

建設団体企業等による施工

計

（１０）

日常生活に必

要な部分の修

理費（住宅の

応急修理費）

半 壊 （ 焼 ） 以 上

準 半 壊

計

（１３）

埋

葬

費

大 人

小 人

計

死 体 の 捜 索 費

生 業 に 必 要 な 資 金 の 貸 与 費

（１２）

学

用

品

の

給

与

費

小学校児

童

中学校生

徒

高等学校

等生徒

計

障 害 物 の 除 去 費

お そ れ 段 階 に お け る 輸 送 費

輸 送 費

（１５）

死

体

の

処

理

費

洗 浄 、 縫 合 、 消 毒 等

一 時 保 存

検 案

計

救 助 事 務 に 要 し た 経 費

お そ れ 段 階 に お け る

賃 金 職 員 等 雇 上 費

賃 金 職 員 等 雇 上 費

実 費 弁 償 費

扶 助 金

損 失 補 償

法 第 19 条 の 補 償

救 助 事 務 に 要 し た 経 費

　　　　 ４　救助の程度、方法及び期間について特別基準が認められた場合は、当該特別基準内容が「算定基準による算定額」となるものであること。

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

（注）　 １　本表には、事項別明細書を添付すること。ただし、該当のない項目については省略することができる。

　　　　 ２　「備考」欄には、救助の実施につき特別基準を設定した場合は、その概要を記入すること。

　　　　 ３　「算定基準による算定額」欄の金額は、常に「実支出額」欄の金額以下の金額となるものであること。

災害ボランティアセンターの設置・運営に係る

委 託 費

法 第 20 条 第 １ 項 の 求 償 に 係 る 事 務 費
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様式第24号（第21条）

世　　帯

人　　員

世　　帯

人　　員

世　　帯

人　　員

世　　帯

人　　員

世　　帯

人　　員

世　　帯

人　　員

世　　帯

人　　員

世　　帯

人　　員

被　害　状　況　調

（　　　年　　　月　　　日時点）

法 適 用 地 域 市 町 村 名

災 害 救 助 法 適 用 年 月 日

人
　
的
　
被
　
害

死 者

行 方 不 明 者

負
　
　
　
傷

重 傷

軽 傷

小 計

計

住
　
　
家
　
　
の
　
　
被
　
　
害

棟
　
　
　
　
数

全 壊 （ 全 焼 ） 及 び 流 失

大 規 模 半 壊

中 規 模 半 壊

床 上 浸 水

半 壊 （ 半 焼 ）

準 半 壊

一 部 破 損

準 半 壊

床 下 浸 水

世
　
帯
　
数
　
及
　
び
　
人
　
員

全 壊 （全 焼）
及 び 流 失

大 規 模 半 壊

中 規 模 半 壊

半 壊 （半 焼）

床 下 浸 水

一 部 破 損

床 上 浸 水
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